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市議会議案第74号

町及び字の区域の変更について

　地方自治法（昭和22年法律第67号）第260条第１項の規定に基づき，本市内の町及び字の区域の一部を

別紙のとおり変更するものとする。

令和６年９月２日提出

水戸市長　　高　橋　　　靖

（参考）

　地方自治法抜粋

第260条第１項　市町村長は，政令で特別の定めをする場合を除くほか，市町村の区域内の町若しくは字

の区域を新たに画し若しくはこれを廃止し，又は町若しくは字の区域若しくはその名称を変更しようと

するときは，当該市町村の議会の議決を経て定めなければならない。
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別　紙

中河内町字前田に変更する区域

　柳河町字鯉沼　　　925，954，958，980，988の１，989，993，998の１，999から1001まで，1885，

1886の１，1886の２，1887から1893まで，1912から1915まで

　中河内町字堀田尻　1485の１の一部，1485の２の一部，1487の１の一部，1489の１の一部，1491の１の

一部，1493の１の一部，1495の１の一部，1497の１の一部，1497の２

　及びこれらの区域に隣接介在する道路又は水路である市有地の全部

　並びに中河内町字中谷987の４，990，994の１，998の１，1001の１，1002の１及び1006の１に隣接する

道路である市有地の全部

中河内町字田嶋下に変更する区域

　中河内町字椿本　　1147の５の一部，1147の６の一部，1147の７の一部，1147の９の一部

　並びに中河内町字田嶋下1056，1057の２，1058から1060まで，1061の２，1062，1063，1064の２，1065

の２，1066，1067，1069，1072，1082，1083の１，1083の２，1084，1091及び1093に隣接する道路であ

る市有地の全部

中河内町字椿本に変更する区域

　中河内町字田嶋下　1065の１の一部，1066の一部，1067の一部，1070の一部，1076の一部，1077の一

部，1078の１の一部，1078の２の一部，1088の一部，1089の１の一部

　及びこれらの区域に隣接介在する道路である市有地の一部

　並びに中河内町字田嶋下1052の１，1059，1060，1061の１，1062，1063及び1064の１に隣接する道路で

ある市有地の全部

中河内町字八反に変更する区域

　中河内町字椿本　　1130の一部，1131の一部，1136の一部，1139から1142までの各一部，1144の一部，

1145の１の一部

　及びこれらの区域に隣接する道路である市有地の一部

中河内町字中畑に変更する区域

　中河内町字田嶋下　1089の２の一部，1090の一部，1092の一部，1093の一部，1096，1100，1102の一

部，1104，1105，1107の一部，1109の一部，1110の一部，1114の一部

　中河内町字長町　　1432から1435までの各一部，1438の一部，1441から1448までの各一部

　中河内町字堀田尻　1483の１，1485の１の一部，1485の２の一部，1487の１の一部，1489の１の一部，

1491の１の一部，1493の１の一部，1495の１の一部，1497の１の一部

　中河内町字前田　　2685から2687までの各一部，2688，2689，2690から2695までの各一部

　及びこれらの区域に隣接介在する道路又は水路である市有地の一部

中河内町字長町に変更する区域
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　中河内町字田嶋下　1089の１の一部，1089の２の一部，1102の一部，1107の一部，1109の一部，1110の

一部，1113，1114の一部，1115

　中河内町字椿本　　1117から1125まで，1126から1130までの各一部

　中河内町字八反　　1186から1188までの各一部，1190の１の一部，1190の２の一部，1191の一部，

1192，1193の一部，1194の一部，1195から1197まで，1198の一部，1200の一部，

1202の一部，1208の一部

　中河内町字中河原　1355の一部，1356の一部，1357の１の一部，1357の２の一部，1361の一部，1365の

一部，1367の一部

　中河内町字中畑　　1456の１の一部，1456の２の一部，1457の一部，1458の一部，1460の一部，1462の

一部，1463の１から1463の３まで，1464から1466まで，1468，1469の一部

　及びこれらの区域に隣接介在する道路である市有地の全部

中河内町字中河原に変更する区域

　中河内町字椿本　　1126の一部，1127の一部，1130の一部

　中河内町字八反　　1182の一部，1184，1185，1186から1188までの各一部，1189，1190の１の一部，

1190の２の一部，1191の一部，1193の一部，1194の一部，1198の一部，1200の一

部，1202の一部，1204の１，1205，1206の１，1206の２，1207の１，1207の２，

1208の一部，1209，1210の１，1210の２，1211から1219まで，1220から1223までの

各一部，1229の１の一部，1230の一部，1232の１の一部，1233の１の一部，1242の

１から1242の３までの各一部，1243の１の一部，1243の２，1244の１の一部，1244

の２，1256の１の一部，1256の２，1257の１の一部，1257の２，1260の１の一部，

1260の２，1261の１，1261の２，1262の１，1262の２，1263の１から1263の３ま

で，1264，1265，1266の一部，1273の一部

　中河内町字上新工　1291の一部，1295の一部，1321から1324までの各一部，1326の一部，1329の一部，

1334の一部

　中河内町字長町　　1397の１の一部，1399の一部，1400の一部，1402の一部，1403の一部，1405から

1407までの各一部，1408，1409，1410から1413までの各一部

　及びこれらの区域に隣接介在する道路である市有地の全部

中河内町字新工に変更する区域

　中河内町字八反　　1220の一部，1221の一部，1227の１の一部，1228の１の一部，1229の１の一部，

1229の３，1230の一部，1232の１の一部，1232の２，1233の１の一部，1233の

２，1234の１，1234の２，1235の１，1235の２，1236の１，1236の４，1237，

1238，1239の１，1240，1241，1242の１から1242の３までの各一部，1243の１の

一部，1244の１の一部，1246，1248の１，1249，1250の１，1251の１，1256の１

の一部，1257の１の一部，1260の１の一部，1266の一部，1267から1269まで，

1270の１，1272，1273の一部，1275から1277まで，1278の１，1279の１，1280か

ら1287まで，1288の１

　中河内町字上新工　1289の１，1291の一部，1294，1295の一部，1298，1299の１，1301から1303まで，
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1305の１，1306の１，1306の３，1307，1308の１の一部，1321から1324までの各一

部，1326の一部，1329の一部，1333，1334の一部，1335から1338まで

　中河内町字中河原　1339，1340の一部，1348の一部

　中河内町字下新工　1742の１の一部，1743の１，1745の１，1746の１，1747の１，1748の１，1749の

１，1750の１，1751の１，1752の１，1753の１の一部

　及びこれらの区域に隣接介在する道路である市有地の全部

中河内町字山下に変更する区域

　柳河町字下坪 　　 333，338の一部，341の一部，342の一部，344

　中河内町字長町　　1447の一部，1448の一部

　中河内町字芝付 1622の一部

　中河内町字下山下　1623の一部，1624，1626から1628まで，1629の一部，1630の一部，1631，1632から

1634までの各一部，1638から1643までの各一部

　柳河町字宮下 1931から1938まで

　並びにこれらの区域に隣接介在する道路である市有地の一部及び隣接する水路である国有地の一部

　

中河内町字芝付に変更する区域

　中河内町字長町　　1376の一部，1378の一部，1379の一部，1447の一部

　中河内町字山下　　1507の一部，1508の一部，1510，1514の一部，1515，1516，1518の一部，1520の一

部，1521の一部，1526の一部，1527，1528の一部，1535の一部，1536の一部，1537，

1538，1539の一部，1559の１の一部，1563，1563の２の一部，1563の３の一部，

1567から1570までの各一部，1572の一部，1573，1574，1575の１，1575の２の一

部，1576の一部，1578から1581までの各一部

　中河内町字中河原　1370の一部

　及びこれらの区域に隣接介在する道路である市有地の全部

中河内町字下山下に変更する区域

　中河内町字漆畑　　1662の１の一部，1663の１の一部，1664の１の一部，1665の一部，1666の一部

中河内町字漆畑に変更する区域

　中河内町字山下　　1548の一部，1550の一部，1557の一部，1558の１から1558の４まで，1559の１の一

部，1559の２から1559の６まで，1559の７の一部，1559の８，1565の一部，1567か

ら1569までの各一部

　中河内町字芝付　　1603の一部，1606から1608までの各一部，1613の一部，1615の一部，1617から1619

までの各一部，1620，1621，1622の一部

　中河内町字下山下　1623の一部，1632から1634までの各一部，1635から1637まで，1638から1640までの

各一部，1643から1651までの各一部，1659の５の一部

　中河内町字長割　　1843の１の一部，1844の１の一部，1845の１の一部，1846の１の一部，1848の１の

一部，1850の１の一部，1852の１の一部，1854の一部，1856の１の一部，1857の１
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の一部，1859の１の一部，1861の１の一部，1862の一部，1863の一部，1867の一

部，1869の１の一部，1870の１の一部

　及びこれらの区域に隣接介在する道路である市有地の全部

中河内町字長割に変更する区域

　中河内町字中河原　1365の一部，1367の一部，1368の一部，1369，1370の一部，1371の１，1371の２，

1372の一部，1373の１から1373の３までの各一部

　中河内町字長町　　1376の一部，1379の一部，1380の一部

　中河内町字山下　　1563の２の一部，1563の３の一部，1575の２の一部，1576の一部，1578から1581ま

での各一部

　中河内町字芝付　　1582から1584まで，1585の一部，1586の一部，1587から1592まで，1593から1595ま

での各一部，1596から1602まで，1603の一部，1605，1606から1608までの各一部，

1609から1612まで，1613の一部，1615の一部，1617から1619までの各一部

　中河内町字漆畑　　1678の１の一部，1679の一部，1680の１の一部，1680の３の一部，1682の１の一

部，1682の３の一部，1683の１，1684の１，1685の１，1687の１の一部，1689の１

の一部，1690の１の一部，1691の１の一部，1693の１の一部，1695の一部，1696の

１の一部，1697の１の一部，1699の１の一部，1700から1702までの各一部，1707の

一部

　中河内町字新宝　　1871の１の一部，1872から1874まで，1875の一部，1876の一部，1882から1891まで

の各一部，2006から2008までの各一部，2009の１の一部

　中河内町字下河原　2012の３の一部

　並びにこれらの区域に隣接介在する道路である市有地の一部及び水路である国有地の一部

中河内町字新宝に変更する区域

　中河内町字上新工　1312の一部，1313の一部，1315，1316の一部，1317，1318から1323までの各一部

　中河内町字中河原　1361から1363までの各一部，1365の一部，1367の一部，1368の一部，1372の一部，

1373の１から1373の３までの各一部

　中河内町字芝付　　1585の一部，1586の一部，1593から1595までの各一部

　中河内町字漆畑　　1687の１の一部，1689の１の一部，1690の１の一部，1691の１の一部，1693の１の

一部，1694の１，1695の一部，1696の１の一部，1697の１の一部，1699の１の一

部，1700から1702までの各一部，1703の１，1704の１，1705，1706，1707の一部，

1709から1712まで，1713の１の一部，1714の１の一部，1715の１の一部，1716の１

の一部，1717の１の一部，1718の１の一部，1719の１の一部，1723の一部，1724，

1725，1726の一部，1727，1729の一部

　中河内町字長割　　1785の１の一部，1793の１の一部，1794の１の一部，1797から1799までの各一部，

1801の１，1802の１，1804の一部，1805の一部，1806の１，1808の一部，1809の

１，1810の１，1811の一部，1812の一部，1813の１，1814の１，1815の１，1816，

1817から1819までの各一部，1820の１，1821の一部，1822の一部，1823の１の一

部，1825の一部，1826の１の一部，1827の１の一部，1828，1829の１の一部，1830，
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1831，1832の１の一部，1833の１の一部，1834から1836までの各一部，1839の１の

一部，1841の１の一部，1842の１の一部，1843の１の一部，1844の１の一部，1845

の１の一部，1846の１の一部，1848の１の一部，1850の１の一部，1852の１の一部

　中河内町字下河原　2011の１の一部，2012の１の一部，2012の３の一部，2013の一部，2023の１の一

部，2024の一部，2025，2026の一部，2028から2037までの各一部，2041の１の一

部，2043の１の一部，2044の１の一部，2045の１の一部，2046の１の一部，2047

の１の一部，2048の１の一部，2049の１の一部，2050の１の一部，2051の１の一

部，2052の１の一部，2053の１の一部，2054の１の一部，2055の１の一部

　並びにこれらの区域に隣接介在する道路である市有地の一部及び水路である国有地の一部

中河内町字下河原に変更する区域

　中河内町字下新工　1731の１，1732から1734まで，1735の１，1736の１，1738の１，1740の１，1741の

１，1742の１の一部，1753の１の一部，1754の１，1755から1763まで，1765から

1768まで，1770から1774まで

　中河内町字上新工　1308の１の一部，1309の１，1310の１，1311の１，1312の一部，1313の一部，1316

の一部，1318から1321までの各一部

　中河内町字漆畑　　1713の１の一部，1714の１の一部，1715の１の一部，1716の１の一部，1717の１の

一部，1718の１の一部，1719の１の一部，1720の１，1721の１，1723の一部，1726

の一部，1729の一部

　中河内町字長割　　1775の１，1776から1781まで，1782の１，1783，1785の１の一部，1786から1788ま

で，1792，1793の１の一部，1794の１の一部，1795，1796，1797から1799までの各

一部，1803，1804の一部，1805の一部，1808の一部，1811の一部，1812の一部，

1817から1819までの各一部，1821の一部，1822の一部

　中河内町字新宝　　1906から1913までの各一部，1918，1920，1922から1926まで，1928から1933まで，

1935，1937から1942まで，1944，1945，1947から1949まで，1951から1955まで，

1957から1960まで，1962，1965，1967，1968，1970から1975まで，1977から1986ま

で，1987から1990までの各一部

　及びこれらの区域に隣接介在する道路である市有地の全部

中河内町字江添に変更する区域

　柳河町字下河原　　35の１の一部，39の一部，40の一部，40の１の一部

　青柳町字上河原　　360の一部，361の一部

　中河内町字下山下　1659の５の一部

　中河内町字漆畑　　1662の１の一部，1662の４の一部

　中河内町字長割　　1867の一部，1869の１の一部，1870の１の一部

　中河内町字新宝　　1871の１の一部

　中河内町字下河原　2011の１の一部，2012の１の一部，2012の３の一部，2013の一部，2017の１の一部

　並びにこれらの区域に隣接介在する道路である市有地の一部及び水路である国有地の一部

　並びに中河内町字江添2181の１，2187の１，2189，2199の３及び2282の２に隣接する水路である国有地
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の一部

柳河町字下坪に変更する区域

　柳河町字下河原　　117の一部，117の１の一部

　及びこれらの区域に隣接する道路である市有地の全部

柳河町字下河原に変更する区域

　中河内町字江添　　2203の１の一部，2204の一部，2205の一部，2217の一部，2218の一部，2229の一

部，2230の一部

　及びこれらの区域に隣接する道路である市有地の一部

青柳町字上河原に変更する区域

　中河内町字江添　　2232の一部，2233の一部，2259の２の一部，2279の一部，2282の１の一部

　及びこれらの区域に介在する道路である市有地の全部
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市議会議案第75号

茨城租税債権管理機構規約の変更について

　地方自治法（昭和22年法律第67号）第286条第１項の規定に基づき，茨城租税債権管理機構規約を次の

とおり変更するものとする。

記

　　　茨城租税債権管理機構規約の一部を改正する規約

　茨城租税債権管理機構規約（平成13年地指令第４号）の一部を次のように改正する。

　第３条第１号中「地方税に係る」を「地方税及び国税に係る」に改める。

　　　付　則

　この規約は，令和７年４月１日から施行する。

令和６年９月２日提出

水戸市長　　高　橋　　　靖

（参考）

　地方自治法抜粋

　（組織，事務及び規約の変更）

第286条第１項　一部事務組合は，これを組織する地方公共団体（以下この節において「構成団体」とい

う。）の数を増減し若しくは共同処理する事務を変更し，又は一部事務組合の規約を変更しようとする

ときは，関係地方公共団体の協議によりこれを定め，都道府県の加入するものにあつては総務大臣，そ

の他のものにあつては都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし，第287条第１項第１号，

第４号又は第７号に掲げる事項のみに係る一部事務組合の規約を変更しようとするときは，この限りで

ない。

　（議会の議決を要する協議）

第290条　第284条第２項，第286条（第286条の２第２項の規定によりその例によることとされる場合（同

項の規定による規約の変更が第287条第１項第２号に掲げる事項のみに係るものである場合を除く。）

を含む。）及び前２条の協議については，関係地方公共団体の議会の議決を経なければならない。
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市議会議案第76号

水戸市地域医療基金条例

　（設置）

第１条　茅根家の寄附金をもとに，本市における地域医療を支える人材の確保及び育成並びに医療環境の

向上を図るため，水戸市地域医療基金（以下「基金」という。）を設置する。

　（積立て）

第２条　基金は，茅根家からの寄附金及び茅根家から寄附を受けた土地の売払代金を積み立てるものとす

る。

　（管理）

第３条　基金に属する現金は，金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければな

らない。

　（運用益金の処理）

第４条　基金の運用から生ずる収益は，一般会計歳入歳出予算に計上し，基金に編入するものとする。

　（繰替運用）

第５条　市長は，財政上必要があると認めるときは，確実な繰戻しの方法，期間及び利率を定め，基金に

属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

　（処分）

第６条　基金は，第１条に規定する設置の目的を達成する場合に限り，その全部又は一部を処分すること

ができる。

　（補則）

第７条　この条例に定めるもののほか，必要な事項は，別に定める。

　　　付　則

　この条例は，公布の日から施行する。

令和６年９月２日提出

水戸市長　　高　橋　　　靖
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市議会議案第77号

水戸市市税条例の一部を改正する条例

　水戸市市税条例（令和３年水戸市条例第６号）の一部を次のように改正する。

　第29条第１項第11号中「第78条第３項」を「第78条第２項第４号」に，「特定公益信託」を「公益信

託」に，「金銭」を「当該公益信託に係る信託事務に関連する寄附金」に改める。

　　　付　則

　（施行期日）

１　この条例は，公益信託に関する法律（令和６年法律第30号）の施行の日の属する年の翌年の１月１日

から施行する。

　（経過措置）

２　所得税法等の一部を改正する法律（令和６年法律第８号）附則第３条第１項の規定の適用がある場合

における改正後の第29条第１項第11号の規定の適用については，同号中「寄附金」とあるのは，「寄附

金（所得税法等の一部を改正する法律（令和６年法律第８号）附則第３条第１項の規定によりなおその

効力を有するものとされる同法第１条の規定による改正前の所得税法第78条第３項の規定により同条第

２項に規定する特定寄附金とみなされるものを含む。）」とする。

令和６年９月２日提出

水戸市長　　高　橋　　　靖
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市議会議案第78号

水戸市児童福祉施設基準条例の一部を改正する条例

　水戸市児童福祉施設基準条例（令和２年水戸市条例第18号）の一部を次のように改正する。

　第37条第２項第３号中「20人」を「15人」に改め，同項第４号中「30人」を「25人」に改める。

　　　付　則

　（施行期日）

１　この条例は，公布の日から施行する。

　（経過措置）

２　保育士の配置の状況に鑑み，保育の提供に支障を及ぼすおそれがあるときは，改正後の第37条第２項

の規定は，当分の間，適用しないことができる。この場合において，改正前の同項の規定は，この条例

の施行の日以後においても，なおその効力を有する。

令和６年９月２日提出

水戸市長　　高　橋　　　靖
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市議会議案第79号

水戸市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条
例の一部を改正する条例

　水戸市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成26年水戸市条例第42号）の一

部を次のように改正する。

　第28条第２項第３号中「20」を「15」に改め，同項第４号中「30」を「25」に改める。

　第30条第２項第３号中「20」を「15」に改め，同項第４号中「30」を「25」に改める。

　第44条第２項第３号中「20」を「15」に改め，同項第４号中「30」を「25」に改める。

　第47条第２項第３号中「20」を「15」に改め，同項第４号中「30」を「25」に改める。

　　　付　則

　（施行期日）

１　この条例は，公布の日から施行する。

　（経過措置）

２　保育士及び保育従事者の配置の状況に鑑み，保育の提供に支障を及ぼすおそれがあるときは，改正後

の第28条第２項，第30条第２項，第44条第２項及び第47条第２項の規定は，当分の間，適用しないこと

ができる。この場合において，改正前の第28条第２項，第30条第２項，第44条第２項及び第47条第２項

の規定は，この条例の施行の日以後においても，なおその効力を有する。

令和６年９月２日提出

水戸市長　　高　橋　　　靖
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市議会議案第80号

水戸市幼保連携型認定こども園の設備及び運営に関する基準を定
める条例の一部を改正する条例

　水戸市幼保連携型認定こども園の設備及び運営に関する基準を定める条例（令和２年水戸市条例第21

号）の一部を次のように改正する。

　第６条第３項第１号中「30人」を「25人」に改め，同項第２号中「20人」を「15人」に改める。

　　　付　則

　（施行期日）

１　この条例は，公布の日から施行する。

　（経過措置）

２　園児の教育及び保育に直接従事する職員の配置の状況に鑑み，教育及び保育の提供に支障を及ぼすお

それがあるときは，改正後の第６条第３項の規定は，当分の間，適用しないことができる。この場合に

おいて，改正前の同項の規定は，この条例の施行の日以後においても，なおその効力を有する。

令和６年９月２日提出

水戸市長　　高　橋　　　靖
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市議会議案第81号

水戸市認定こども園の認定要件を定める条例の一部を改正する条
例

　水戸市認定こども園の認定要件を定める条例（令和２年水戸市条例第20号）の一部を次のように改正す

る。

　第５条第１号ウ中「20人」を「15人」に改め，同号エ中「30人」を「25人」に改める。

　　　付　則

　（施行期日）

１　この条例は，公布の日から施行する。

　（経過措置）

２　子どもに対する教育及び保育に従事する者の配置の状況に鑑み，教育及び保育の提供に支障を及ぼす

おそれがあるときは，改正後の第５条第１号の規定は，当分の間，適用しないことができる。この場合

において，改正前の同号の規定は，この条例の施行の日以後においても，なおその効力を有する。

令和６年９月２日提出

水戸市長　　高　橋　　　靖
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市議会議案第82号

水戸市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関す
る基準を定める条例の一部を改正する条例

　水戸市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例（平成26年水戸市

条例第43号）の一部を次のように改正する。

　第23条中「掲示しなければ」を「掲示するとともに，電気通信回線に接続して行う自動公衆送信（公衆

によって直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい，放送又

は有線放送に該当するものを除く。）により公衆の閲覧に供しなければ」に改める。

　　　付　則

　この条例は，公布の日から施行する。

　

令和６年９月２日提出

水戸市長　　高　橋　　　靖
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市議会議案第83号

水戸市立小学校，中学校，義務教育学校及び幼稚園設置条例の一
部を改正する条例

　水戸市立小学校，中学校，義務教育学校及び幼稚園設置条例（昭和39年水戸市条例第16号）の一部を次

のように改正する。

　別表第３水戸市立笠原幼稚園の項を削る。

　

　　　付　則

　この条例は，令和７年４月１日から施行する。

令和６年９月２日提出

水戸市長　　高　橋　　　靖
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市議会議案第84号

水戸市立寿小学校長寿命化改良工事請負契約の締結について

　水戸市立寿小学校長寿命化改良工事請負契約を次のように締結するものとする。

記

１　工　 事　 名　　水戸市立寿小学校長寿命化改良工事

２　契 約 金 額　　1 133 000 000円

３　契約の相手方　　コスモ・根本・北島特定建設工事共同企業体

　　　　　代表者　　水戸市けやき台２丁目13番地２

　　　　　　　　　　コスモ綜合建設株式会社

　　　　　　　　　　代表取締役　　池　田　大　輔

　　　　　構成員　　水戸市けやき台２丁目13番地２

　　　　　　　　　　コスモ綜合建設株式会社

　　　　　　　　　　代表取締役　　池　田　大　輔

　　　　　構成員　　水戸市見川町2131番地の436

　　　　　　　　　　株式会社根本工務店

　　　　　　　　　　代表取締役　　根　本　勝　義

　　　　　構成員　　水戸市住吉町141番地の２

　　　　　　　　　　有限会社北島工務店

　　　　　　　　　　代表取締役　　北　島　　　博

令和６年９月２日提出

水戸市長　　高　橋　　　靖

（参考）

　議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例抜粋

　（議会の議決に付すべき契約）

第２条　地方自治法（昭和22年法律第67号。以下「法」という。）第96条第１項第５号の規定により議会

の議決に付さなければならない契約は，予定価格15 000万円以上の工事又は製造の請負とする。
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市議会議案第85号

水戸市立寿小学校長寿命化改良電気設備工事請負契約の締結につ
いて

　水戸市立寿小学校長寿命化改良電気設備工事請負契約を次のように締結するものとする。

記

１　工　 事　 名　　水戸市立寿小学校長寿命化改良電気設備工事

２　契 約 金 額　　139 150 000円

３　契約の相手方　　水戸通信・園部特定建設工事共同企業体

　　　　　代表者　　水戸市新荘２丁目７番33号

　　　　　　　　　　水戸通信工業株式会社

　　　　　　　　　　代表取締役　　飯　田　保　二

　　　　　構成員　　水戸市新荘２丁目７番33号

　　　　　　　　　　水戸通信工業株式会社

　　　　　　　　　　代表取締役　　飯　田　保　二

　　　　　構成員　　水戸市堀町1844番地の６

　　　　　　　　　　株式会社園部電気

　　　　　　　　　　代表取締役　　園　部　昌　人

令和６年９月２日提出

水戸市長　　高　橋　　　靖
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市議会議案第86号

水戸市立寿小学校長寿命化改良機械設備（空調）工事請負契約の
締結について

　水戸市立寿小学校長寿命化改良機械設備（空調）工事請負契約を次のように締結するものとする。

記

１　工　 事　 名　　水戸市立寿小学校長寿命化改良機械設備（空調）工事

２　契 約 金 額　　152 812 000円

３　契約の相手方　　第一熱学・海老澤建設特定建設工事共同企業体

　　　　　代表者　　水戸市千波町2499番地の５

　　　　　　　　　　第一熱学建設株式会社

　　　　　　　　　　代表取締役　　田　山　浩　之

　　　　　構成員　　水戸市千波町2499番地の５

　　　　　　　　　　第一熱学建設株式会社

　　　　　　　　　　代表取締役　　田　山　浩　之

　　　　　構成員　　水戸市本町３丁目16番32号

　　　　　　　　　　海老澤建設株式会社

　　　　　　　　　　代表取締役　　海老澤　　　亨

令和６年９月２日提出

水戸市長　　高　橋　　　靖
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市議会議案第87号

都市計画道路３・３・２号中大野中河内線（松が丘工区）橋梁上
部工製作工（下り線）工事請負契約の変更について

　都市計画道路３・３・２号中大野中河内線（松が丘工区）橋梁上部工製作工（下り線）工事請負契約を

次のように変更するものとする。

記

　令和５年９月25日議決された市議会議案第89号都市計画道路３・３・２号中大野中河内線（松が丘工

区）橋梁上部工製作工（下り線）工事請負契約の締結についての契約金額中「572 000 000円」を

「608 630 000円」に改める。

令和６年９月２日提出

水戸市長　　高　橋　　　靖

（参考）

１　契約の相手方　　横河ＮＳ・株木特定建設工事共同企業体

　　　　　代表者　　神栖市砂山16番地５

　　　　　　　　　　株式会社横河ＮＳエンジニアリング

　　　　　　　　　　代表取締役　　髙　木　清　次

　　　　　構成員　　神栖市砂山16番地５

　　　　　　　　　　株式会社横河ＮＳエンジニアリング

　　　　　　　　　　代表取締役　　髙　木　清　次

　　　　　構成員　　水戸市吉沢町311番地１

　　　　　　　　　　株木建設株式会社

　　　　　　　　　　代表取締役　　株　木　康　吉

２　増　　　　額　　36 630 000円
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市議会議案第88号

令和６年度水戸市一般会計補正予算（第３号）
　

　令和６年度水戸市の一般会計補正予算（第３号）は，次に定めるところによる。

　（歳入歳出予算の補正）

第１条　歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ439 873千円を追加し，歳入歳出予算の総額を歳入歳出

それぞれ122 973 323千円とする。

２　歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は，

「第１表歳入歳出予算補正」による。

　（債務負担行為の補正）

第２条　債務負担行為の追加は，「第２表債務負担行為補正１追加」による。

２　債務負担行為の変更は，「第２表債務負担行為補正２変更」による。

令和６年９月２日提出

水戸市長　　高　橋　　　靖
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第１表　歳入歳出予算補正

歳　　入

款 項 補正前の予算額 補　 正　 額 計

１ 寄附金

１ 繰越金

千円 千円 千円

746 000

746 000

313 700

313 700

122 533 450

974 800

974 800

524 773

524 773

122 973 323

228 800

228 800

211 073

211 073

439 873歳　 入 　合　 計

19　寄附金

21　繰越金

歳　　出

款 項 補正前の予算額 補　 正　 額 計

１ 社会福祉費

１ 保健所費

千円 千円 千円

53 573 482

24 887 365

9 933 576

3 115 900

122 533 450

53 640 669

24 954 552

10 306 262

3 488 586

122 973 323

67 187

67 187

372 686

372 686

439 873歳　 出 　合　 計

３ 民生費

４ 衛生費
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１　追　　加

２　変　　更

第２表　債務負担行為補正

事　　　　　　　　　　項

養護老人ホーム整備補助に係る債務負担

東町運動公園体育館メインアリーナ観客席等改修に係る債務負担

期　　　間 限　度　額
千円

281 600

410 000

令和６年度から
令和８年度まで
令和６年度から
令和７年度まで

千円千円

事 項
期　　　間 限　度　額

変　　更　　前 変　　更　　後

687 000

期　　　間 限　度　額

748 000燃えるごみ及び燃えないごみ収集運搬に係
る債務負担

令和６年度から
令和14年度まで

令和６年度から
令和14年度まで
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市議会議案第89号

令和６年度水戸市介護保険会計補正予算（第１号）

　令和６年度水戸市の介護保険会計補正予算（第１号）は，次に定めるところによる。

　（歳入歳出予算の補正）

第１条　歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ367 442千円を追加し，歳入歳出予算の総額を歳入歳出

それぞれ25 771 442千円とする。

２　歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は，

「別表歳入歳出予算補正」による。

令和６年９月２日提出

水戸市長　　高　橋　　　靖
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歳　　入

款 項 補正前の予算額 補　 正　 額 計

1　繰越金

千円 千円 千円

27 411

27 411

25 404 000

394 853

394 853

25 771 442

367 442

367 442

367 442歳　 入 　合　 計

８　繰越金

歳　　出

款 項 補正前の予算額 補　 正　 額 計

1　償還金及び還付加算金

千円 千円 千円

9 504

9 504

25 404 000

376 946

376 946

25 771 442

367 442

367 442

367 442歳　 出 　合　 計

５　諸支出金

別表　歳入歳出予算補正
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報告第47号

専決処分について

　地方自治法（昭和22年法律第67号）第180条第１項の規定に基づき，みと文化交流プラザ駐車場で発生

した事故に関する和解及び損害賠償の額を定めることについて，別紙のように処分したから，同条第２項

の規定により報告するものである。

令和６年９月２日提出

水戸市長　　高　橋　　　靖

― 79 ―



別　紙

和解及び損害賠償の額を定めることについて

　みと文化交流プラザ駐車場で発生した事故により生じた損害について，地方自治法（昭和22年法律第67

号）第96条第１項第12号及び第13号の規定に基づき，和解及び損害賠償の額を次のとおり定める。

　上記については，地方自治法第180条第１項の規定により処分するものである。

令和６年６月18日処分

水戸市長　　高　橋　　　靖

令和６年３月22日　午後１時25分頃

水戸市五軒町１丁目２番12号　みと文化交流プラザ駐車場
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

事 故 発 生 日 時

事 故 発 生 場 所

和 解 の 相 手 方

　デジタルイノベーション課職員田中陽祐は，上記場所で市有車から降車する際，

開けたドアを隣に駐車していた相手方の車両に接触させた。

　この結果，相手方の車両が損傷したものである。
　市は，　　　　　　に対し，損害賠償金として112 035円を支払うものとする。

事 故 の 概 要

和 解 の 条 件
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ハイライト

mu116432
ハイライト

mu116432
ハイライト



報告第48号

専決処分について

　地方自治法（昭和22年法律第67号）第180条第１項の規定に基づき，水戸市渡里町3827番２地先で発生

した事故に関する和解及び損害賠償の額を定めることについて，別紙のように処分したから，同条第２項

の規定により報告するものである。

令和６年９月２日提出

水戸市長　　高　橋　　　靖
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別　紙

和解及び損害賠償の額を定めることについて

　水戸市渡里町3827番２地先で発生した事故により生じた損害について，地方自治法（昭和22年法律第67

号）第96条第１項第12号及び第13号の規定に基づき，和解及び損害賠償の額を次のとおり定める。

　上記については，地方自治法第180条第１項の規定により処分するものである。

令和６年６月６日処分

水戸市長　　高　橋　　　靖

　上記場所の市道の舗装が欠損していたため，当該欠損部分を走行した相手方の車

両が損傷したものである。
　市は，　　　　　　に対し，損害賠償金として19 600円を支払うものとする。

令和５年６月２日　午後４時30分頃

水戸市渡里町3827番２地先
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

事 故 発 生 日 時

事 故 発 生 場 所

和 解 の 相 手 方

事 故 の 概 要

和 解 の 条 件
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報告第49号

専決処分について

　地方自治法（昭和22年法律第67号）第180条第１項の規定に基づき，水戸市元吉田町1840番６地先で発

生した事故に関する和解及び損害賠償の額を定めることについて，別紙のように処分したから，同条第２

項の規定により報告するものである。

令和６年９月２日提出

水戸市長　　高　橋　　　靖
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別　紙

和解及び損害賠償の額を定めることについて

　水戸市元吉田町1840番６地先で発生した事故により生じた損害について，地方自治法（昭和22年法律第

67号）第96条第１項第12号及び第13号の規定に基づき，和解及び損害賠償の額を次のとおり定める。

　上記については，地方自治法第180条第１項の規定により処分するものである。

令和６年６月14日処分

水戸市長　　高　橋　　　靖

　上記場所の市道の舗装が欠損していたため，当該欠損部分を走行した相手方の車

両が損傷したものである。
　市は，　　　　　　　　　　　　　　に対し，損害賠償金として34 677円を支払うものとす

る。

令和６年４月３日　午後１時30分頃

水戸市元吉田町1840番６地先
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

事 故 発 生 日 時

事 故 発 生 場 所

和 解 の 相 手 方

事 故 の 概 要

和 解 の 条 件
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報告第50号

専決処分について

　地方自治法（昭和22年法律第67号）第180条第１項の規定に基づき，水戸市五軒町２丁目1202番２地先

で発生した事故に関する和解及び損害賠償の額を定めることについて，別紙のように処分したから，同条

第２項の規定により報告するものである。

令和６年９月２日提出

水戸市長　　高　橋　　　靖
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別　紙

和解及び損害賠償の額を定めることについて

　水戸市五軒町２丁目1202番２地先で発生した事故により生じた損害について，地方自治法（昭和22年法

律第67号）第96条第１項第12号及び第13号の規定に基づき，和解及び損害賠償の額を次のとおり定める。

　上記については，地方自治法第180条第１項の規定により処分するものである。

令和６年８月16日処分

水戸市長　　高　橋　　　靖

　上記場所の市道の舗装と側溝の蓋に段差が生じていたため，当該段差部分を歩行

した相手方が転倒し，負傷したものである。
　市は，　　　　　　　　に対し，損害賠償金として73 972円を支払うものとする。

令和５年12月16日　午後４時10分時頃

水戸市五軒町２丁目1202番２地先
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

事 故 発 生 日 時

事 故 発 生 場 所

和 解 の 相 手 方

事 故 の 概 要

和 解 の 条 件
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報告第51号

専決処分について

　地方自治法（昭和22年法律第67号）第180条第１項の規定に基づき，水戸市けやき台３丁目28番２地先

で発生した事故に関する和解及び損害賠償の額を定めることについて，別紙のように処分したから，同条

第２項の規定により報告するものである。

令和６年９月２日提出

水戸市長　　高　橋　　　靖
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別　紙

和解及び損害賠償の額を定めることについて

　水戸市けやき台３丁目28番２地先で発生した事故により生じた損害について，地方自治法（昭和22年法

律第67号）第96条第１項第12号及び第13号の規定に基づき，和解及び損害賠償の額を次のとおり定める。

　上記については，地方自治法第180条第１項の規定により処分するものである。

令和６年８月16日処分

水戸市長　　高　橋　　　靖

令和６年６月27日　午前11時40分頃

水戸市けやき台３丁目28番２地先
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

事 故 発 生 日 時

事 故 発 生 場 所

和 解 の 相 手 方

　相手方の車両が上記場所を走行した際，市が管理する街路樹の枝が落下し，相手

方の車両に接触した。

　この結果，相手方の車両が損傷したものである。
　市は，　　　　　　に対し，損害賠償金として468 676円を支払うものとする。

事 故 の 概 要

和 解 の 条 件
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ハイライト



報告第52号

専決処分について

　地方自治法（昭和22年法律第67号）第180条第１項の規定に基づき，水戸市金町１丁目665番39地先で発

生した事故に関する和解及び損害賠償の額を定めることについて，別紙のように処分したから，同条第２

項の規定により報告するものである。

令和６年９月２日提出

水戸市長　　高　橋　　　靖
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別　紙

和解及び損害賠償の額を定めることについて

　水戸市金町１丁目665番39地先で発生した事故により生じた損害について，地方自治法（昭和22年法律

第67号）第96条第１項第12号及び第13号の規定に基づき，和解及び損害賠償の額を次のとおり定める。

　上記については，地方自治法第180条第１項の規定により処分するものである。

令和６年８月６日処分

水戸市長　　高　橋　　　靖

令和６年６月26日　午前11時頃

水戸市金町１丁目665番39地先
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

事 故 発 生 日 時

事 故 発 生 場 所

和 解 の 相 手 方

　土木補修事務所職員大内仁史が，上記場所に隣接する市道の除草作業をしていた

ところ，草刈機に跳ね飛ばされた石が，上記場所を走行していた相手方の車両に当

たった。

　この結果，相手方の車両が損傷したものである。
　市は，　　　に対し，損害賠償金として957 713円を支払うものとする。

事 故 の 概 要

和 解 の 条 件
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報告第53号

専決処分について

　地方自治法（昭和22年法律第67号）第180条第１項の規定に基づき，水戸市酒門町4269番地の２で発生

した事故に関する和解及び損害賠償の額を定めることについて，別紙のように処分したから，同条第２項

の規定により報告するものである。

　　　　

令和６年９月２日提出

水戸市長　　高　橋　　　靖

― 91 ―



別　紙

和解及び損害賠償の額を定めることについて

　水戸市酒門町4269番地の２で発生した事故により生じた損害について，地方自治法（昭和22年法律第67

号）第96条第１項第12号及び第13号の規定に基づき，和解及び損害賠償の額を次のとおり定める。

　上記については，地方自治法第180条第１項の規定により処分するものである。

令和６年８月９日処分

水戸市長　　高　橋　　　靖

令和６年４月12日　午後１時55分頃

水戸市酒門町4269番地の２

 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

事 故 発 生 日 時

事 故 発 生 場 所

和 解 の 相 手 方

　清掃事務所職員江幡雅明は，市有車を運転し，上記場所において後退した際，相

手方所有のマンホールの上を走行した。

　この結果，マンホールの蓋が損傷したものである。
　市は，　　　　　　　　　　　　　　　に対し，損害賠償金として99 000円を支払うものと

する。

事 故 の 概 要

和 解 の 条 件
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ハイライト

mu116432
ハイライト
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ハイライト

mu116432
ハイライト



報告第54号

令和５年度水戸市一般会計継続費精算について

　地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第145条第２項の規定に基づき，令和５年度水戸市一般会計

継続費精算について別紙のように報告する。

令和６年９月２日提出

水戸市長　　高　橋　　　靖
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３ 民生費 １ 社会福祉
　 費

いきいき交流セン
ターあかしあ建設
事業

泉町１丁目国道50
号上空通路整備事
業

８ 土木費 ２ 道路橋り
　 ょう費

４ 都市計画
　 費

渡里小学校長寿命
化改良事業

10 教育費 ２ 小学校費

内原駅南北自由通
路建設事業

中大野中河内線橋
りょう上部製作事
業（１期）

内原駅橋上駅舎建
設事業

別　紙

令 和 ５ 年 度 水 戸 市 一 般 会 計

左　　の　　財　　源　　内　　訳

特　　定　　財　　源

国県支出金 地 方 債 そ の 他
一般財源

年 割 額

年

　
　度

全　　　　　体　　　　　計　　　　　画

款 項 事 業 名

3

4

5

計

3

4

5

計

元

2

3

4

5

計

元

2

3

4

5

計

4

5

計

2

3

4

5

計

134,000,000

335,900,000

245,100,000

715,000,000

260,000,000

69,000,000

23,000,000

352,000,000

374,200,000

368,600,000

236,600,000

307,700,000

192,900,000

1,480,000,000

108,000,000

324,000,000

232,800,000

266,500,000

148,700,000

1,080,000,000

300,000,000

200,000,000

500,000,000

691,000,000

1,146,000,000

57,900,000

45,100,000

1,940,000,000

29,200,000

72,700,000

5,100,000

107,000,000

13,000,000

3,500,000

2,300,000

18,800,000

9,400,000

9,300,000

6,000,000

7,750,000

4,850,000

37,300,000

2,700,000

8,100,000

5,900,000

6,750,000

3,750,000

27,200,000

－ 

－ 

－ 

3,794,000

83,449,000

30,700,000

11,300,000

129,243,000

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

104,800,000

263,200,000

240,000,000

608,000,000

117,000,000

31,000,000

20,700,000

168,700,000

177,700,000

175,000,000

112,300,000

146,100,000

91,600,000

702,700,000

51,300,000

153,900,000

110,500,000

126,500,000

70,600,000

512,800,000

135,000,000

90,000,000

225,000,000

579,000,000

866,800,000

27,200,000

33,800,000

1,506,800,000

－ 

－ 

－ 

－ 

130,000,000

34,500,000

－ 

164,500,000

187,100,000

184,300,000

118,300,000

153,850,000

96,450,000

740,000,000

54,000,000

162,000,000

116,400,000

133,250,000

74,350,000

540,000,000

165,000,000

110,000,000

275,000,000

108,206,000

195,751,000

－ 

－ 

303,957,000
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（単位 円）

継 続 費 精 算 報 告 書

左　　の　　財　　源　　内　　訳

特　　定　　財　　源

国県支出金 地 方 債 そ の 他
一般財源

支出済額

左　　の　　財　　源　　内　　訳

特　　定　　財　　源

国県支出金 地 方 債 そ の 他
一般財源

年割額と

支出済額

と の 差

実　　　　　　　　　績 比　　　　　　　　　較

19,673,247

27,480,700

△ 44,963,784

2,190,163

775,000

△ 3,975,000

88,244

△ 3,111,756

9,400,000

4,150,000

△ 1,200,000

△ 11,480,000

408,188

1,278,188

2,700,000

7,950,000

1,200,000

△ 10,735,000

△ 1,077,762

37,238

－

△ 84,000

△ 84,000

3,794,000

17,295,961

△ 19,550,469

△ 36,986,630

△ 35,447,138

－ 

－ 

△ 1,123,386

△ 1,123,386

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

67,400,000

86,200,000

△ 138,200,000

15,400,000

73,000,000

△ 35,300,000

800,000

38,500,000

177,700,000

77,900,000

△ 22,000,000

△ 218,000,000

9,800,000

25,400,000

51,300,000

151,300,000

21,700,000

△ 204,600,000

△ 19,700,000

－ 

81,000,000

△ 78,300,000

2,700,000

579,000,000

291,000,000

△ 676,300,000

△ 72,500,000

121,200,000

－ 

－ 

－ 

－ 

34,811,000

△ 69,311,000

－  

△ 34,500,000

187,100,000

82,050,000

△ 23,200,000

△ 226,320,000

7,048,188

26,678,188

54,000,000

159,250,000

22,900,000

△ 210,665,000

△ 25,447,762

37,238

99,000,000

△ 95,802,000

3,198,000

108,206,000

4,548,000

△ 197,550,000

－ 

△ 84,796,000

87,073,247

113,680,700

△ 184,287,170

16,466,777

108,586,000

△ 108,586,000

888,244

888,244

374,200,000

164,100,000

△ 46,400,000

△ 455,800,000

17,256,376

53,356,376

108,000,000

318,500,000

45,800,000

△ 426,000,000

△ 46,225,524

74,476

180,000,000

△ 174,186,000

5,814,000

691,000,000

312,843,961

△ 893,400,469

△ 109,486,630

956,862

9,526,753

45,219,300

50,063,784

104,809,837

12,225,000

7,475,000

2,211,756

21,911,756

－

5,150,000

7,200,000

19,230,000

4,441,812

36,021,812

－

150,000

4,700,000

17,485,000

4,827,762

27,162,762

－

84,000

84,000

－

66,153,039

50,250,469

48,286,630

164,690,138

－ 

－ 

1,123,386

1,123,386

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

37,400,000

177,000,000

378,200,000

592,600,000

44,000,000

66,300,000

19,900,000

130,200,000

－  

97,100,000

134,300,000

364,100,000

81,800,000

677,300,000

－ 

2,600,000

88,800,000

331,100,000

90,300,000

512,800,000

54,000,000

168,300,000

222,300,000

－ 

575,800,000

703,500,000

106,300,000

1,385,600,000

－ 

－ 

－ 

－ 

95,189,000

103,811,000

－ 

199,000,000

－  

102,250,000

141,500,000

380,170,000

89,401,812

713,321,812

－  

2,750,000

93,500,000

343,915,000

99,797,762

539,962,762

66,000,000

205,802,000

271,802,000

－  

191,203,000

197,550,000

－ 

388,753,000

46,926,753

222,219,300

429,387,170

698,533,223

151,414,000

177,586,000

22,111,756

351,111,756

－  

204,500,000

283,000,000

763,500,000

175,643,624

1,426,643,624

－  

5,500,000

187,000,000

692,500,000

194,925,524

1,079,925,524

120,000,000

374,186,000

494,186,000

－  

833,156,039

951,300,469

154,586,630

1,939,043,138

― 95 ―





報告第55号

令和５年度水戸市水道事業会計継続費精算について

　地方公営企業法施行令（昭和27年政令第403号）第18条の２第２項の規定に基づき，令和５年度水戸市

水道事業会計継続費精算について別紙のように報告する。

令和６年９月２日提出

水戸市長　　高　橋　　　靖
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1 資本的支
出

1 建設改良
費

楮川浄水場薬品注
入設備設置工事

４

５

計

別　紙

令 和 ５ 年 度 水 戸 市 水 道 事 業

左　の　財　源　内　訳

企　　 業　　 債
年　 　割　　 額

年

　
　度

全　　　　　体　　　　　計　　　　　画

款 項 事 業 名

170 500 000

134 200 000

304 700 000

153 500 000

107 400 000

260 900 000

17 000 000

26 800 000

43 800 000

損 益 勘 定
留 保 資 金
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（単位 円）

会 計 継 続 費 精 算 報 告 書

左　の　財　源　内　訳 左　の　財　源　内　訳

実　　　　　　　　　績 比　　　　　　　　　較

68 200 000

233 310 000

301 510 000

68 200 000

192 700 000

260 900 000

40 610 000

40 610 000

102 300 000

△ 99 110 000

3 190 000

85 300 000

△ 85 300 000

17 000 000

△ 13 810 000

3 190 000

企　　業　　債

年 割 額 と
支 払 義 務
発生額との差

支 払 義 務
発 生 額 損 益 勘 定

留 保 資 金 企　　業　　債 損 益 勘 定
留 保 資 金
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報告第56号

令和５年度水戸市下水道事業会計継続費精算について

　地方公営企業法施行令（昭和27年政令第403号）第18条の２第２項の規定に基づき，令和５年度水戸市

下水道事業会計継続費精算について別紙のように報告する。

令和６年９月２日提出

水戸市長　　高　橋　　　靖
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1 資本的支
出

1 建設改良
費

４

５

計

別　紙

令 和 ５ 年 度 水 戸 市 下 水 道 事 業

左　　の　　財　　源　　内　　訳
年

　
　度

全　　　　　体　　　　　計　　　　　画

款 項 事 業 名

681,000,000

681,000,000

1,362,000,000

年 割 額
企 業 債

374,550,000

374,550,000

749,100,000

306,300,000

306,300,000

612,600,000

150,000

150,000

300,000

損益勘定
留保資金

国 庫
補 助 金

水戸市浄化センタ
ー汚泥脱水機等改
築事業
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（単位 円）

会 計 継 続 費 精 算 報 告 書

実　　　　　　　　　績 比　　　　　　　　　較

支払義務
発 生 額 企 業 債 損益勘定

留保資金
国 庫
補 助 金 企 業 債 損益勘定

留保資金
国 庫
補 助 金

左　　の　　財　　源　　内　　訳 左　　の　　財　　源　　内　　訳

272,400,000

1,070,895,800

1,343,295,800

149,820,000

588,992,690

738,812,690

122,500,000

481,900,000

604,400,000

80,000

3,110

83,110

408,600,000

△ 389,895,800

18,704,200

183,800,000

△ 175,600,000

8,200,000

70,000

146,890

216,890

224,730,000

△ 214,442,690

10,287,310

年割額と
支払義務
発 生 額
と の 差
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報告第57号

健全化判断比率について

　地方公共団体の財政の健全化に関する法律（平成19年法律第94号）第３条第１項の規定に基づき，令和

６年度に算定した健全化判断比率について，別紙監査委員の審査意見を付けて次のように報告する。

記

実質赤字比率　　　　　　　　－　

連結実質赤字比率　　　　　　－

実質公債費比率　　　　　 9 3％

将来負担比率　　　　　 128 1％

　　備考　「－」は，該当数値がないことを示す。

令和６年９月２日提出

水戸市長　　高　橋　　　靖
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別　紙

健全化判断比率審査意見書

１　審査の種類

　　地方公共団体の財政の健全化に関する法律（平成19年法律第94号）第３条第１項に基づく審査

２　審査の対象

　　令和５年度決算等に基づき令和６年度に算定した実質赤字比率，連結実質赤字比率，実質公債費比率

及び将来負担比率（以下「健全化判断比率」という。）並びにその算定の基礎となる事項を記載した書類

３　審査の期間

　　令和６年７月17日から同年８月８日まで

４　審査の実施内容等

　　審査に当たっては，水戸市監査基準（令和２年水戸市監査委員告示第１号）にのっとり，健全化判断

比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類は，法令に適合し，かつ正確であるかについて関係

書類との照合及び計数の確認を行うとともに，７月25日には，監査委員室において関係職員から説明を

聴取し，審査を実施した。

５　審査の結果

　　審査に付された下記の健全化判断比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類は，１から４ま

でのとおり審査した限り，重要な点において，法令に適合し，かつ正確であると認められた。

６　意見

　　健全化判断比率は，いずれも早期健全化基準を下回っているが，実質公債費比率及び将来負担比率

は，県内各市と比較すると，依然として高い水準にある。引き続き，公債費負担の軽減及び市債残高の

抑制に取り組むとともに，新たに策定された「水戸市第７次総合計画－みと魁・ プラン－」に基づ

く施策を着実に推進できるよう，税収の確保や多様な財源の拡充を図り，健全な財政運営に努められたい。

記

備考１　「－」は，該当数値がないことを示す。

　　２　早期健全化基準の数値を括弧内に記載した。

（単位　％）

128 1

（350 0）

9 3

（25 0）

－

（16 25）

－

（11 25）

将来負担比率実質赤字比率 連結実質赤字比率 実質公債費比率
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報告第58号

資金不足比率について

　地方公共団体の財政の健全化に関する法律（平成19年法律第94号）第22条第１項の規定に基づき，令和

６年度に算定した資金不足比率について，別紙監査委員の審査意見を付けて次のように報告する。

記

公設地方卸売市場事業会計　　　　－

東前第二土地区画整理事業会計　　－

水道事業会計　　　　　　　　　　－

下水道事業会計　　　　　　　　　－

　　備考　「－」は，該当数値がないことを示す。

令和６年９月２日提出

水戸市長　　高　橋　　　靖
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別　紙

資金不足比率審査意見書

１　審査の種類

　　地方公共団体の財政の健全化に関する法律（平成19年法律第94号）第22条第１項に基づく審査

２　審査の対象

　　令和５年度決算等に基づき令和６年度に算定した資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載

した書類

３　審査の期間

　　令和６年７月17日から同年８月８日まで

４　審査の実施内容等

　　審査に当たっては，水戸市監査基準（令和２年水戸市監査委員告示第１号）にのっとり，資金不足比

率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類は，法令に適合し，かつ正確であるかについて関係書

類との照合及び計数の確認を行うとともに，７月25日には，監査委員室において関係職員から説明を聴

取し，審査を実施した。

５　審査の結果

　　審査に付された下記の資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類は，１から４まで

のとおり審査した限り，重要な点において，法令に適合し，かつ正確であると認められた。

６　意見

　　いずれの会計も資金不足は生じていないが，一般会計からの繰入金のうち，国が定めた繰出基準に基

づかない基準外の繰入れにより収入を補っている会計（東前第二土地区画整理事業会計及び下水道事業

会計）もあることから，独立採算制の原則に基づき，各会計の健全な経営に努められたい。

記

備考１　「－」は，該当数値がないことを示す。

　　２　経営健全化基準の数値を括弧内に記載した。

－（20 0）

－（20 0）

－（20 0）

－（20 0）

（単位　％）
資金不足比率会　　計　　名

公設地方卸売市場事業会計

東前第二土地区画整理事業会計

水道事業会計

下水道事業会計
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報告第59号

非強制徴収債権の放棄について

　水戸市債権管理条例（平成23年水戸市条例第２号）第６条第２項の規定に基づき，令和５年度に放棄し

た非強制徴収債権について，次のように報告する。

記

令和６年９月２日提出

水戸市長　　高　橋　　　靖

債権放棄の根拠会　計　名 債　権　名 件　数 金　額

一般会計

水道事業会計

放課後学級負担金

法定外公共物占用料

住宅使用料

給食費

児童扶養手当返還金

水道料金

32件

２件

397件

380件

769件

２件

1 232件

39件

143 600円

54 880円

4 746 600円

4 943 237円

3 321 587円

685 060円

4 131 241円

409 730円

第６条第１項第１号

第６条第１項第４号

第６条第１項第１号

第６条第１項第４号

第６条第１項第１号

第６条第１項第４号

第６条第１項第１号

第６条第１項第４号
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報告第60号

公益財団法人水戸市スポーツ振興協会の令和５年度事業報告及び
決算に関する書類の提出について

　地方自治法（昭和22年法律第67号）第243条の３第２項の規定に基づき，公益財団法人水戸市スポーツ

振興協会の令和５年度事業報告及び決算に関する書類を別冊のように提出する。

令和６年９月２日提出

水戸市長　　高　橋　　　靖
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報告第61号

公益財団法人水戸市芸術振興財団の令和５年度事業報告及び決算
に関する書類の提出について

　地方自治法（昭和22年法律第67号）第243条の３第２項の規定に基づき，公益財団法人水戸市芸術振興

財団の令和５年度事業報告及び決算に関する書類を別冊のように提出する。

令和６年９月２日提出

水戸市長　　高　橋　　　靖
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報告第62号

一般財団法人水戸市農業公社の令和５年度事業報告及び決算に関
する書類の提出について

　地方自治法（昭和22年法律第67号）第243条の３第２項の規定に基づき，一般財団法人水戸市農業公社

の令和５年度事業報告及び決算に関する書類を別冊のように提出する。

令和６年９月２日提出

水戸市長　　高　橋　　　靖
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報告第63号

一般財団法人水戸市公園協会の令和５年度事業報告及び決算に関
する書類の提出について

　地方自治法（昭和22年法律第67号）第243条の３第２項の規定に基づき，一般財団法人水戸市公園協会

の令和５年度事業報告及び決算に関する書類を別冊のように提出する。

令和６年９月２日提出

水戸市長　　高　橋　　　靖
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報告第64号

公益財団法人水戸市国際交流協会の令和５年度事業報告及び決算
に関する書類の提出について

　地方自治法（昭和22年法律第67号）第243条の３第２項の規定に基づき，公益財団法人水戸市国際交流

協会の令和５年度事業報告及び決算に関する書類を別冊のように提出する。

令和６年９月２日提出

水戸市長　　高　橋　　　靖
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報告第65号

一般財団法人水戸市勤労者福祉サービスセンターの令和５年度事
業報告及び決算に関する書類の提出について

　地方自治法（昭和22年法律第67号）第243条の３第２項の規定に基づき，一般財団法人水戸市勤労者福

祉サービスセンターの令和５年度事業報告及び決算に関する書類を別冊のように提出する。

令和６年９月２日提出

水戸市長　　高　橋　　　靖
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報告第66号

一般財団法人水戸市商業・駐車場公社の令和５年度事業報告及び
決算に関する書類の提出について

　地方自治法（昭和22年法律第67号）第243条の３第２項の規定に基づき，一般財団法人水戸市商業・駐

車場公社の令和５年度事業報告及び決算に関する書類を別冊のように提出する。

令和６年９月２日提出

水戸市長　　高　橋　　　靖
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認定第１号

令和５年度水戸市一般会計及び特別会計決算認定について

１　令和５年度水戸市一般会計決算

２　令和５年度水戸市国民健康保険会計決算

３　令和５年度水戸市公設地方卸売市場事業会計決算

４　令和５年度水戸市駐車場事業会計決算

５　令和５年度水戸市東前第二土地区画整理事業会計決算

６　令和５年度水戸市公共用地先行取得事業会計決算

７　令和５年度水戸市介護保険会計決算

８　令和５年度水戸市介護サービス事業会計決算

９　令和５年度水戸市後期高齢者医療会計決算

10　令和５年度水戸市母子父子寡婦福祉資金会計決算

　地方自治法（昭和22年法律第67号）第233条第３項の規定に基づき，監査委員の審査意見を付けて提出

し，認定に付するものである。

令和６年９月２日提出

水戸市長　　高　橋　　　靖
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認定第２号

令和５年度水戸市公営企業会計決算認定について

１　令和５年度水戸市水道事業会計決算

２　令和５年度水戸市下水道事業会計決算

　地方公営企業法（昭和27年法律第292号）第30条第４項の規定に基づき，監査委員の審査意見を付けて

提出し，認定に付するものである。

令和６年９月２日提出

水戸市長　　高　橋　　　靖
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